
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、19年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

平成15年３月１日に旧南部町と旧富沢町と合併し、南部町となる。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　　　　給与水準を示す指数である。
　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
　　　　　　単純平均したものである。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２０年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円
円

歳 円 円 円

歳 円 円 円
円 349,755

43.3 350,438

44.4

387,506

千円

419,897 387,358

332,127 364,030

平均給与月額
　(国ベース)

千円

214,268

383,212

5,868

千円

809,799

325,113 -

322,958 360,793

人

138

　　　　　　Ａ 給与費 B/A給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

　　　　　千円

別紙３

区　分

平成２０年度南部町の給与・定員管理等について

実質収支歳出額　

　　　　　　Ａ

（参考）

　　　Ｂ／Ａ　　　

区　　分

18.7

　　　　　　　千円 　　　　　　％

413,082 1,070,923
19年度

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

9,827

人件費率

18年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

17.4

千円

平均年齢

千円

521,692 73,839

平均給料月額

一人当たり （参考）類似団体平均

　　計　　Ｂ 一人当たり給与費

41.1

区 分

山梨県

人件費

　　　　　　Ｂ

　　　　　千円

住民基本台帳人口

　　　　　（19年度末）

　　　　　千円人　

5,724,955

南部町

国

類似団体
43.2

平均給与月額

5,804
19年度

(H15)
95.7(H15)

94.5(H15)
93.7

(H20)
93.6 (H20)

93.3

(H20)
94.2

90

95

100

105

南部町 類似団体平均 全国町村平均
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　　　　②技能労務職

歳 円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円
歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　③看護保健職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円
円

歳 円 円 円
円

 　　　　                                                                       

(2) 職員の初任給の状況（２０年４月１日現在）

円 円 円
円 円 円
円 円 －
円 円 －
円 円 －
円 － －

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

調理師

－ - －

42.7歳 280,300

43.6歳 299,700

平均給与月額平均給料月額職員数

224,367219,5176人 用務員
- －

53.9歳

平均給与月額
　(国ベース) 類似職種

民　　　　　間

－240,206

49.1 278,439 293,566

48.9 284,679 -

区 分

48.8

南部町
うち用務員
うち学校給食員

53.3

山梨県

5人 229,900

うち清掃職員

うちその他の職員 -

6人 272,666

198,100

291,147261,333

288,578

1人 -

廃棄物処理
業従業員

平均年齢 平均給与月額

225,900
235,150 248,113

230,700

361,743

平均給与月額
　(国ベース)

平均給料月額 平均給与月額

313,718

322,476

320,623

385,146

初任給

222,683

勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸

140,100

307,770

321,089

手当込みのものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

（注）１　「平均給料月額」とは、19年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。    

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外　　　　　 

が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

高　校　卒
中　学　卒

146,700

区　　　　　分

172,200

初任給

178,800

南　　部　　町 山梨県 国

大　学　卒 172,200一般行政職

看護保健職

技能労務職 137,200
144,500

区　　　         分 経験年数10年

188,900
206,900
129,200

-

215,800

259,200

312,800 373,100

経験年数20年経験年数15年

318,200

217,100

-

-

324,600-

-

高　校　卒

261,600一般行政職

高　校　卒 -

251,000大　学　卒

中　学　卒

看護保健職

-

44.9

平均年齢

339,952

313,127

-

233,140

18人

技能労務職

高　校　卒

198,300

南部町

類似団体
299,673

140,100

337,18942.1

国

平均年齢

56.2
52.8

51.4

37.8

324,575

-

初任給

305,472

284,331

また、(国ベース)は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当

大　学　卒
短　大　卒

129,200

高　校　卒

大　学　卒

225,800

-

237人

374,481

国 4784人

類似団体 9人

山梨県
35.9

区 分
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（２０年４月１日現在）

（注）１　南部町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

      ３　平成18年4月８級制から６級制に変更している。

  

(2) 昇給・勤勉手当への勤務成績の反映状況
　

-

16.3

％

主査、係長及び副主査の職務

主任の職務

5.86

区　　分

１　　級

３　　級

５　　級

２　　級

４　　級

６　　級

主幹の職務

特に複雑困難な業務を掌する課長、室長、局長
及び次長

複雑困難な業務を掌する課長、室長、局長及び
次長
並びに特に複雑困難な業務を掌する課長補佐、

人 ％

13

標準的な職務内容 構成比

12.5

人

職員数

17

％人

主事、技師及び主事補、技師補の職務

人 ％

19 18.3

人 ％

29.8

１．勤務成績の評定の実施状況
　　　毎年１月１日に定期昇給を実施している。勤務成績の反映については、能力・業績に基づく人事評
価が
　未実施であるため、一律標準区分で昇給を行った。
２．勤勉手当への勤務成績の反映状況
　　平成１９年６月・１２月の勤勉手当において、人事評価が未実施であるため、成績率に差を設けず、一
律
の支給（75.0/100）を行った。

17.318

人 ％

31

１級
28.6%

１級
6.7%

１級
5.8%

２級
9.8%

２級
19.0%

２級
17.3%

３級
25.9%

３級
24.8%

３級
29.8%

４級
19.7%

４級
20.0%

４級
18.3%

５級
8.0%

５級
16.2%

５級
16.3%

６級
8.0%

６級
13.3%

６級
12.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成20年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（19年度支給割合） （19年度支給割合） （19年度支給割合）

　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当

3.00 月分 1.5 月分 3.00 月分 1.5 月分 3.00 月分 1.5 月分

（1.60） 月分 （0.75） 月分 （1.60） 月分 （0.75） 月分 （1.60） 月分 （0.75） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(2) 退職手当（２０年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例3%～30%加算 その他の加算措置定年前早期退職特例2%～20%加算

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１人当り平均支給額 千円 １人当り平均支給額 千円

千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成１９年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

 (3) 地域手当（２０年４月１日現在）

※南部町は地域手当支給対象外地域

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

支給実績（19年度決算）

23.50

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

30.55

59.28

59.28

41.34

59.28

41.34

59.28

－

30.55

59.28

8,741

（支給率）　　　　　　　　自己都合　　　　勧奨・定年

南　　　　　部　　　　　町 国

33.50

47.50

－

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

0

国の制度（支給率）

－

支給対象地域

南　　　部　　　町

1,644

１人当たり平均支給額（19年度）

山　　　梨　　　県

１人当たり平均支給額（19年度）

1,839

－

－

支給実績（18年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

手当の名称 主な支給対象職員

336,000

672

1.5

主な支給対象業務

227

１件当たり６,０００円以内

23.50

25,001

175

※平成１９年４月より不快手当・危険手当を廃止した。

(定年退職)

役職加算　5%～20% 管理職加算10%～25%

33.50

（支給率）　　　　　　　　自己都合　       勧奨・定年

47.50

支給対象職員数

－

手当の種類（平成19年度手当数）

－

－

－

支給対象地域

条例手当数　２(うち支給手当数１)

－ －

支給率 支給対象職員数

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度）

－ － －

火葬業務に従事した職員

左記職員に対する支給単価

環境センター職員

支給実績（19年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

火葬手当

20,118

国

－

支給実績（18年度決算）

(定年退職)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　5%～15%

職制上の段階、職務の級等による加算措置

26,369

(自己都合)

59.28

職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　5%～20% 管理職加算10%～25%

-

(自己都合) -

(２２年度の制度完成時)

0

支給率

－

国の制度（支給率）

－
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(6) その他の手当（２０年４月１日現在）

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（２０年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　（支給時期）

任期毎に支給

任期毎に支給

任期毎に支給

６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

［参考：人口１万人当たり職員数　30.53人］
類似団体の人口１万人当たり職員数　24.31人

業務の統廃合縮小

［参考：人口１万人当たり職員数　103.80人］
類似団体の人口１万人当たり職員数　96.36人

業務の統廃合縮小

業務の統廃合縮小

部門変更・欠員不補充

業務の統廃合縮小

4.45

17

9

0

△ 3

10

30

　　（19年度支給割合）

　　（19年度支給割合）

副 町 長 562,000

区 分

220,000

町 長

自己所有に係る住宅に居住　月4,000円
借家等居住月額12,000円を超える家賃支払者
（27,000円上限）

0

7

職 員 数

27

平成19年

8 △ 1

平成20年

198,000

0

△ 4

157 △ 6

25 1

3

04

11

[   184   ］ [    0    ］
［参考：人口１万人当たり職員数　159.76人］
類似団体の人口１万人当たり職員数　 -　人

給与月額×支給割合（在職月数×42/100）

33

0

30

102

0

106

給与月額×支給割合（在職月数×25/100）

主 な 増 減 理 由

支給職員１人当たり

部門変更・業務増の為増員

［参考：人口１万人当たり職員数　25.44人］
類似団体の人口１万人当たり職員数　-　人

給与月額×支給割合（在職月数×20/100）

158,000 131,000

△ 2

3.1

　　（算定方式）

対前年
増減数

154,500

410,400

教 育 長

27

平均支給年額

退
職
手
当

との異同

副 町 長

給
料

課長補佐以上の管理職
６級１種　月額　41,600円
５級１種　月額　39,700円
５級２種　月額　31,800円

住居手当

621,000

教 育 長

通勤手当

管理職手当

△ 1

△ 3

0

期
末
手
当

議 長
報
酬

副 町 長

議 長

議 員

教 育 長

副 議 長

市区町村長

市区町村長

副 議 長

議 員

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

一
般
行
政
部
門

議会・総務部門

土木部門

小　計

経済部門

小　計
33

税務部門

福祉部門 44

9

18

消防部門

[   184   ］

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

病院部門

その他

小　計

水道部門

8

12

合　　計
163

国の制度と
異なる内容 （19年度決算）

支給実績

特
別
行
政
部
門

教育部門

301,000

316,000

355,000

176,000

787,000

同じ 12,887 460,250

552,000

給 料 月 額 等

640,000

 -     -

379,000

（参考）類似団体における最高／最低額

千円

24

4

42 △ 2

（19年度決算）

274,560千円

千円 37,660

48,870異なる

扶養手当 同じ

手　当　名

同じ
通勤距離（片道）２㎞以上の者
通勤距離に応じ月額2,000円～24,500円

4,545 千円

配偶者　13,000円
その他　 6,000円（３人目以上は5,000円）
（被扶養者のうち16～22歳の者は5,000円加算）

内容及び支給単価
国の制度

3,955

月額
  4,000円

22,514
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(2) 年齢別職員構成の状況（２０年４月１日現在）

　

(3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

　①　定員適正化目標（数・率）

 ②　平成２２年４月１日現在における定員の数値目標

合併時に定めた南部町定員適正化計画は、平成２２年４月１日付けの職員を16１名として実施
してきているところであるが、社会経済情勢等の変化により更に平成17年度から今後５年間の
削減数を18名（職員数154名　削減率10．47％）とする

156

人

計

44歳

～

40歳 52歳

区　分

32歳 36歳

35歳

～ ～

23歳 27歳 31歳

48歳

～

20歳 20歳 24歳 28歳

～ ～

以上

人 人 人 人 人 人 人

39歳未満 59歳55歳43歳 47歳 51歳

人

22 111 14 18 31 23

平成17年4月1日 平成22年4月1日 １８人の減　(▲10.47%)

計画期間

数値目標

職員数

始　期

0 7 12

人

終　期

170

人 人 人

～ ～ ～ ～

56歳 60歳

0

5

10

15

20

25

平成20年度の
構成比

５年前の構成
比

%
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③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１８年～２２年の５年間である。

      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

（参考） （各年４月１日現在）

７　公営企業職員の状況

　○　公営企業会計関係職員がいないため、以下省略
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３年目
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１　南部町の現状

（１）職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員比較データ　　　　 平成２０年４月１日現在

歳 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（２）年齢別職員数

２　基本的な考え方

３　具体的な取組内容

南部町技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針

　南部町の技能労務職員は国の行政職俸給表（二）の給料表で統一されており、平成１
８年４月には国の給与構造見直しに伴い、給与水準を一律引き下げを実施しました。
　昇給・昇格については既に退職時特別昇給・枠外昇給を廃止し、諸手当は平成１９年
度より環境センター職員を対象としていた特殊勤務手当を廃止しました。

区 分 職員数

99.3%

83.2%

97.1%

－

比　　較

      ４　技能労務職の職種と民間の職種の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等で完全に一致

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外　　　　　 

　　　　勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸　　　　　 

　　　　手当込みのものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　　　　　 

      ３　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。 

（注）１　「平均給料月額」とは、２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　　しているものでない。

区　分

20歳

18人

6人

5人

56.1

52.7

53.3

うちその他の職員 －

6人

1人

51.4

-

廃棄物処理業
従業員

うち清掃職員

-

うち学校給食員 233,140

291,147261,333

-

調理師

うち用務員 224,367

235,150 248,113 －

用務員219,517

229,900

南部町

平均年齢 平均給料月額
平均給与月額平均年齢

平均給与月額
民　　　　　間

225,900

280,300

43.6歳 299,700

- －

類似職種

42.7歳

-

53.9歳

－

20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳

人

55歳 59歳 以上51歳

人 人 人 人 人

18

人 人 人 人

0 0 3 00 0 0 0

　現在１８人の技能労務職員は、５年後には半数の９名となり、退職不補充の観点か
ら業務の見直し及び現場の状況を精査し、平成２０年度から指定管理者制度の導入に
向けて準備を進め、民間に委ねることができる業務については、積極的に民間活力の
導入を推進する。
　平成２１年度から全職種を対象とした勤務成績評定制度を導入し、国の行政職俸給
表（二）の給料表の運用と適正な昇給昇格に努め、特殊勤務手当(火葬手当)の支給額
縮減を図る。
　定員管理については、技能労務職員の職務の内容を踏まえつつ、任用職種変更・人
事異動等により職員数の適正化を図る。

　技能労務職員の職務の性格や内容を踏まえつつ、国の行政職俸給表（二）の給料表
の運用、適正な昇給昇格を実施しているので、国・県及び民間の同種の従事者と比較
しても同水準と思われる。
　今後も引き続き技能労務職員については、退職不補充とし、臨時職員等を活用す
る。また、給与等についても県人事委員会の勧告に留意しながら適正な給与制度の運
用に努める。

5 1 8 1
職員数

人 人 人
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